
JP 2020-533807 A5 2021.9.16

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和3年9月16日(2021.9.16)

【公表番号】特表2020-533807(P2020-533807A)
【公表日】令和2年11月19日(2020.11.19)
【年通号数】公開・登録公報2020-047
【出願番号】特願2020-515236(P2020-515236)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/20     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６２７Ｇ

【手続補正書】
【提出日】令和3年8月6日(2021.8.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターゲット材料を処理する方法であって、
　多層構造体を放射線ビームで照射するステップを含み、
前記多層構造体が、前記ターゲット材料を含むターゲット層、および前記ターゲット材料
を含まない追加層を有し、
　　前記追加層が金属であり、
　　前記ターゲット層が、前記多層構造体の照射中に前記追加層を通して照射され、
　前記放射線ビームは、前記多層構造体の照射中に、一部が前記追加層を通過して前記タ
ーゲット層に到達して、前記ターゲット層および前記追加層にエネルギーを蓄積すること
により、前記放射線ビームはエネルギーを前記ターゲット層および前記追加層に移転し、
　前記放射線ビームから前記ターゲット層および前記追加層へのエネルギーの移転により
、前記ターゲット層内に熱誘起変化が引き起こされ、前記熱誘起変化が前記ターゲット材
料内の結晶成長を含む、方法。
【請求項２】
　前記放射線ビームによる照射中に前記ターゲット材料のいずれの部分も溶融相に入るこ
となく前記熱誘起変化が実現するように、前記放射線ビームのフルエンスが選択される、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記放射線ビームによる照射の少なくとも一部の期間に前記ターゲット材料の少なくと
も一部が溶融状態に入るように、前記放射線ビームのフルエンスが選択される、請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
　前記追加層の厚さが２００ｎｍ未満である、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項５】
　前記多層構造体の照射によって、前記ターゲット材料に前記熱誘起変化が発生した後に
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、少なくとも前記追加層の照射された部分の、前記ターゲット層からの剥離が引き起こさ
れる、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記放射線ビームがパルス状レーザービームである、請求項１～５のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項７】
　前記放射線ビームの単一のパルスが、前記ターゲット材料内で結晶成長を引き起こす、
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記放射線ビームのパルスの持続時間が１ｎｓ未満である、請求項６または７に記載の
方法。
【請求項９】
　前記パルス状レーザービームがＩＲまたは可視放射線を含む、請求項６～８のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項１０】
　結晶成長が促進されるべき前記ターゲット材料の各領域に複数のパルスが加えられ、前
記各領域において、前記複数のパルスの第１のパルスが結晶成長を引き起こし、前記複数
のパルスの後のパルスがさらなる結晶成長を引き起こす、請求項６～９のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項１１】
　前記ターゲット材料がアモルファスシリコンを含む、請求項１～１０のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項１２】
　前記ターゲット材料が透明の導電性材料を含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項１３】
　前記ターゲット材料が、インジウム・ガリウム・亜鉛酸化物を含む、請求項１～１０の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ターゲット材料が誘電性材料を含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１５】
　前記ターゲット材料が金属または金属酸化物を含む、請求項１～１０のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項１６】
　前記追加層がモリブデンまたはタングステンを含む、請求項１～１５のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項１７】
　前記ターゲット材料がアモルファスシリコンを含み、前記追加層がモリブデンまたはタ
ングステンを含み、前記放射線ビームの単一のパルスによって与えられるフルエンスが、
５０～１２５ｍＪｃｍ－２の範囲である、請求項１～１６のいずれか１項に記載の方法。
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